
• 地域の現状共有
• 自院の経営状況等
の分析 等

各医療機関での取組 地域医療構想調整会議

情報の共有

• 地域で担っていく
役割の検討

• 経営の改善・効率
化の検討 等

• 病病連携の深化
• 機能転換の実施
• 地域医療連携推進
法人の設立 等

2025年に向けた
経営方針の策定

2025年に向けた
具体的取組

各医療機関の実態把握
【地域特性を踏まえた対応】

• 地域の要望に応じて必要な調
査実施やデータ作成を行う

【国が定める事項】※詳細は別途説明
• 2025年に担う役割等(全圏域対象)

地域医療における課題把握
• 疾病等に応じた地域課題の整理
• 個別医療機関ごとの課題や今
後の運営方針の共有

経営方針の策定に向けた支援
• 診療報酬等に関する勉強会等

取組状況の共有・協議
• 連携深化に関する協議
• 個別医療機関ごとの取組状況
の共有

• 地域で影響がある事項の協議

調査報告

結果共有

情報提供

支援

情報共有

2025年の入院医療提供体制の確立（地域医療構想の実現）

2018

2025

県の取組

• 必要なデータ
の収集

• 結果の分析
• 機能分化や
連携に関する
県民広報 等

地域医療構想実現に向けた今後の取組方針

県では、病床機能報告制度により医療機能の把握に努めてきたが、医療機能を選択す
る際の判断基準が定性的で、かつ医療機関の自主的判断であることから、医療機能の
現状が適切に把握されているとは言い難い状況にある。
地域医療構想を実現し、急性期から回復期、在宅医療等に至る一連のサービス提供体
制を地域において確保するためには、各医療機関の現在・将来の医療機能について適
切に把握することが必要である。
そこで地域医療構想調整会議においては、地域の要望に応じて各種調査やデータの作
成等を実施・共有することで議論の活性化を図り、地域の課題整理やその対応策の検
討していく。また、各医療機関の自主的取組(自己分析や機能分化、個別の病病連携
等)を促進していく。

事務局
機能の
提供

地域で共有するデータの検
討について

各医療機関が相互連携や今
後の方針を検討するために、
地域で共有したいデータ等
について意見を伺っていき
たいと考えています。

県で作成できるデータ（病
床機能報告からの抜粋）を
例示すると･･･
1日当たり入院患者数
病床利用率
平均在棟日数
手術件数 等

既存データにないものは、
要望に応じて県で調査集計
を行っていきます。
診療科別の患者数 等

• 限られた資源を活用し、県民が地域において安心で質の高いサービスを受けられる環境を確保する
• 役割分担を進めることで不要な競合を避け、また地域で維持が必要な機能を明確化すること等の取
組を通して、各医療機関が効率的･効果的な運営を実現していく

一部地域では診療報酬に
基づく実態把握調査を
本年度開始する

資料３－１
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各医療機関の実態把握等に向けた
地域特性を踏まえた取組の方向性について

【参考】国における検討結果の詳細は以下をご参照ください。

地域医療構想に関するWG「 平成30年度病床機能報告の見直しに向けた議論の整理(平成30年6月22日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213027.html

国における病床機能の定量化に向けた議論状況等

○国では、医療機能の定量化が検討されてきたが、本年6月になり、
地域の議論を経て、各県が個別の基準を導入し、国の関与は各県の
取組の情報共有に留まる方向で調整していることを明らかにした。
また、地域医療構想の必要病床数の見直し（根拠となる省令改正）
は予定されていない。

○他県の先行事例では、病床機能報告の具体的な診療内容等を活用し、
医療機能を区分するためのしきい値（全県統一の定量化基準）を設
定する試みが行われている。

資料３－２

本県における取組の方向性について

○本県では、高度医療等を担う大病院が複数あり回復期や慢性期の病院との役割

分担が考えやすい地域や同一病棟内で急性期から慢性期までの医療を実施する

中小規模の病院が多い地域などがあり、「地域によって事情が異なることを考

慮すべき」という意見が地域医療構想調整会議の場等において出ている。

○本県において全県統一の定量化指標を作成した場合、地域の実情が反映されな

い恐れがある。

地域の実情を踏まえたデータ等を用いて地域医療構想調整会
議における議論を活性化することを目的とする(4つの医療機

能を区分することが目的ではなく、患者分布等の把握を行う)。
地域によって事情が異なることから、本年度は全県統一の指
標ではなく、構想区域ごとに地域で必要なデータを検討して
議論の活性化を図る。また、県内の各取組の共有化を図る。
各地域の進捗管理や必要な助言等を行うことを目的として、
新たに全県単位の地域医療構想調整会議の設置を検討する。

取組目的：

取組内容：

そ の 他 ：

地域の実情を踏まえた取組について
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（２）香取海匝

① 患者ごとに特定期間における医療資源投入量（概算）
を算出する（下表）。

② 病院ごとに①で算出した医療資源投入量を基準にして
患者の分布を確認する（下表）。

（１）東葛南部

① 今年度は、高度急性期又は急性期で報告する規模の大き
い８病院で実施する。

② 各病院の病棟ごとに１月間の総収入額を算出し、これを
入院患者の延べ数で除して、病棟単位の１日１人当たり
の平均収入額を算出する（下表(a)～(c)欄）。

③ この平均収入額から入院基本料を控除し、病棟毎の医療
資源投入量を算出する（下表(c)～(e)欄）。

④ 各病院が病棟単位の医療投入額を持ちよることにより、
必要病床数の考え方に準じた各病棟の役割等について大
まかな現状把握を行う。

本年度取組開始予定の地域と取組概要について

病棟 収入額計

(a)

入院患者
延べ数
(b)

平均
収入額
(c=a/b)

入院
基本料
(d)

医療
投入額
(e=c-d)

Ⅰ 157,320千円 2,400人日 65,550円 15,550円 50,000円

Ⅱ 91,455千円 2,100人日 43,550円 15,550円 28,000円

患者
診療収入額

(a)
入院基本料

(b)
自費診療
(c)

医療資源投入量
(a-b-c)/10

甲 65,000円 15,550円 15,000円 3､445点

乙 25,000円 15,550円 0円 945点

丙 15,000円 10,920円 0円 408点

病院 ~3,000点
2,999
~600点

599
~175点

174点~

Ａ 5人 20人 12人 13人

Ｂ 10人 40人 10人 20人

合計 15人 60人 22人 33人

（３）山武長生夷隅

① 特定1日の患者ごとの医療資源投入量を算出する（下表）。
② ①で算出した医療資源投入量と疾患分類を基準にして

患者の分布を分析する（下図）。

患者
診療報酬
(a)

入院基本料
(b)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料
(c)

医療資源投入量
(a-b-c)

甲 5,000点 1,555点 205点 3､240点

乙 2,500点 1,555点 200点 745点

丙 1,500点 1,092点 0点 408点
0

10

20

30

~3,000点 2,999~600点 599~175点 174点~

脳血管疾患 循環器疾患 消化管出血 その他

本県における今後の取組イメージ

平成30年度

各
構
想
区
域
に
お
け
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

千
葉
県
地
域
医
療
構
想

調
整
会
議(

仮
称)

【先行モデル圏域】
東葛南部、香取海
匝、山武長生夷隅で
取組を試行する。

【他の圏域】
県内の先行事例の状
況等を踏まえて実施
の検討などを行う。

情報
提供

平成31年度 平成32年度～

作成したデータ等に基づき、地域の実態を共
有し、2025年に向けた協議を継続する。

会議の設置に
ついて検討

(組織、委員等)

○ 各地域の取組状況の進捗管理
○ 地域の要望に応じた助言やデータ（案）の提示 等

進捗報告 助言等
試行結果や
意見を報告

各医療機関の実態等を踏まえて、地域の実情
を把握するためのデータ作成や各種調査の実
施を進める。

データの調査・作成と
それに基づく協議を繰り返す
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（参考資料）
他県の先行事例等の状況
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【参考】他県の取組状況 ～奈良方式～

第8回社会保障制度改革推進会議
平成30年5月28日（月）
奈良県提出資料

慢性期
11,243床

回復期
15,260床

急性期
17,851床

高度急性期
5,650床

慢性期
10,533床

回復期
5,404床

急性期
24,004床

高度急性期
6,569床

重症急性期
10,571床

分類不能2,543床

軽症急性期
10,890床

休棟･未報告･ｴﾗｰ等

平成29年度病床機能報告（速報値）をもとに、奈良方式に準じた分類を行った場
合、回復期相当（軽症急性期＋回復期）は16,294床となり、必要病床数を上回
る。

【参考】奈良方式に準じた当県の病床機能報告の仮集計について

平成29年度病床機能報告 2025年必要病床数

【注意事項】

• H30.5.7までに事務局(国が委託

するみずほ情報総研)へ提出され

たデータのみ集計した。

• 病床機能報告未報告データや報

告されたがエラーとなっている

データ等は含まれない。

• 奈良方式の分類に必要なデータ

が報告内容に含まれない有床診

療所及び必要なデータがエラー

となっている病院は分類不能と

した。

16,294

13,114
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【参考】他県の取組状況 ～佐賀方式～

【参考】佐賀方式に準じた当県の病床機能報告の仮集計について

慢性期
11,243床

回復期
15,260床

急性期
17,851床

高度急性期
5,650床

慢性期
10,533床

回復期
5,404床

急性期
24,004床

高度急性期
6,569床

急性期の患者
19,258床

回復期の患者
4,746床

休棟･未報告･ｴﾗｰ等

平成29年度病床機能報告（速報値）をもとに、佐賀方式に準じた分類を行った場
合、回復期相当は10,150床となり、回復期相当の病床数が約2倍になる。

平成29年度病床機能報告 2025年必要病床数

【注意事項】

• H30.5.7までに事務局(国が委託

するみずほ情報総研)へ提出され

たデータのみ集計した。

• 病床機能報告未報告データや報

告されたがエラーとなっている

データ等は含まれない。

• 佐賀方式の分類に必要なデータ

が報告内容に含まれない有床診

療所及び必要なデータがエラー

となっている病院は分類不能と

した。

• 佐賀方式の②については考慮し

ていない。

10,150

地域包括ｹｱ病床 207床
平均在棟日数22日超 4,092床
平均在棟日数不明 447床
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【参考】国の取組状況 ～急性期医療に対する国の考え～

高度急性期・急性期病棟と報告している病棟
（844病棟、30,573病床）

３．幅広い手術の実施状況

４．ガン・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況

５．重症患者への対応状況

６．救急医療の実施状況

８．全身管理の状況

全項目該当なし：39病棟（657病床）
様式２未提出等：44病棟（1,531病床）

【参考】国が急性期医療を全く提供していないと考える病棟について

【注意事項】
• 病床機能報告未報告データは含まれない。
• 1か月分の実績で分類しているため、1年分

の実績で分類すると結果が異なる可能性が
ある。

• 平成30年度の病床機能報告では、全項目非
該当の病棟は、高度急性期又は急性期とし
て報告する際に理由の記載が求められるよ
うになる可能性がある。

全項目該当なし
緩和ｹｱ病棟及び有床診療所が複数ある
その他、GCU、MFICUや小児入院医療管理料
1、地域包括ｹｱ病棟入院料1、10対1、15対1、
特別入院基本料を算定する病棟が含まれる

様式2未提出等
7対1、10対1及び有床診療所が複数ある
その他、救命救急ｾﾝﾀｰ、ICU、SCU、HCUや
13対1、15対1、特別入院基本料、障害者施設
等入院基本料を算定する病棟が含まれる

平成29年度病床機能報告（速報値）をもとに分類すると、全項目に該当しない病
棟は38病棟で、緩和ケア病棟や有床診療所が多い。
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院内他病棟
からの転棟

610 
55.7%

家庭から
の入院
364 

33.2%

他院から
の転院

68 
6.2% 介護施設

福祉施設
からの入院

51 
4.7%

その他
2 

0.2%

年間新規入棟患者数
(稼働1病床当たり)

予定外の救急医療
入院の割合(年間)

平均在棟日数
(年間)

病床利用率
(年間)

新規入棟患者の入棟前の場所
(1か月分)

加算1
28

加算2, 5

届出なし
48

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院料1
43

入院料2
27

入院料3, 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

体制強化加算の届出状況

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ入院基本料の届出状況
年間新規入棟患者数
(稼働1病床当たり)

平均在棟日数
(年間)

病床利用率
(年間)

平均ﾘﾊ単位数
(1患者1日当たり)

【参考】地域包括ケア・回復期リハビリテーション病棟の稼働状況

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

回
復
期
リ
ハ
病
棟

注釈） 平均在棟日数＝在棟患者延べ数÷{(新規入棟患者数＋退棟患者数)}÷2 病床利用率＝在棟患者延べ数÷365日÷稼働病床数 (出典)平成29年度病床機能報告

【参考】入院基本料の届出状況（H30.4.1現在）

（注釈）特定入院基本料(高度急性期)：救命救急,特定集中治療室,ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ,脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ,新生児特定集中治療室,総合周産期特定集中治療室,新生児治療回復室
地域包括ｹｱ病棟入院料等：地域包括ｹｱ入院医療管理料を含む
特定入院基本料(慢性期)：特殊疾患病棟,療養病棟,有床診療所療養病床
その他：小児入院医療管理料,緩和ｹｱ病棟入院料,有床診療所入院基本料

1,054 

1,422 

15,403 6,565 3,370 1,624 2,232 8,413 1,746 3,204 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定入院基本料(高度急性期) 専門病院・特定機能病院7対1 一般病棟入院基本料(急性期1,7対1) 一般病棟入院基本料(急性期2~7,10対1)

一般病棟入院基本料(地域1~3,特別) 地域包括ｹｱ病棟入院料等 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料 特定入院基本料(慢性期)

障害者施設等入院基本料 その他

15,100 

303 

709 1,508 1,972 1,573 

513 

290 

693 

527 

1,952 

198 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料1 7対1入院基本料 急性期一般入院料2 急性期一般入院料4 急性期一般入院料5 急性期一般入院料6

急性期一般入院料7 10対1入院基本料 地域一般入院料1 地域一般入院料2 地域一般入院料3 特別入院基本料

本県の医療機関による入院基本料の届出状況

一般病棟入院基本料の届出内訳

（出典）関東信越厚生局ホームページ「保健医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」
平成30年4月1日現在の施設基準の届け出受理状況（届出項目別）を用いて千葉県が集計

一般病棟入院基本料を届け出る病床が半数を超えている。また、一般病棟入院基本料の内訳をみると、
約6割が急性期一般入院料1を届け出ており、地域一般入院基本料を届け出る病床は1割強であった。
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